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１．都市経営・行財政改革 

１）公共工事の発注に際しての執行残の考え方として５％を目途とした契約発注形態

の在り方や、年度内公共工事の発注の平準化、総合評価方式の拡充を図ること。 

（回答）財政課 

 公共工事の発注に際しての執行残の考え方としては、修繕工事などの緊急性が求

められる案件など必要性が高い案件について予算措置を行うなど、適切な執行に努

めているところです。 

（回答）契約課 

 年度内公共工事の発注の平準化については、従前から債務負担行為を活用してい

る道路修繕工事や排水路補修工事に加え、河川改修、橋りょう修繕などの工事につ

いても、年度当初に発注される工事については、債務負担行為を活用し、施工時期

の平準化に引き続き努めてまいります。 

 建設工事の総合評価については、担い手確保の観点から、受発注者双方の事務負

担に配慮した特別簡易型を導入いたしました。 

また年度内工事の元所管への当該年度内工事への再投資に努めること。 

（回答）財政課 

 年度内工事の元所管への当該年度内工事への再投資については、修繕工事など

の緊急性が求められる案件など必要性が高い案件について適切な執行に努めている

ところであり、また、補正予算を計上するなど、引き続き、努めてまいります。 

２）市内企業への入札参加の機会を多く図るため、応札企業の規模に合わせた分離

発注方式の検討や一抜け方式の積極的な導入 

（回答）契約課 

 本市発注の建設工事においては、これまでも市内企業育成の観点から、入札参加

機会の均衡・拡大につながるよう適正な分離・分割発注に努めてきました。 

 また、受注者が複数の工事を同時に落札しないよう、同一工種・同一等級について

は適切に一抜け方式による発注を採用してきました。 

 今後におきましても、市内企業の育成はもとより、品質の確保、経済性合理性や公正

性等について、総合的に勘案しながら、より一層の適切な建設工事の発注に努めてま

いります。 
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３）総合的建物管理業務委託の最低制限価格の見直しと、事後公表をすること。 

※建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房長営繕部）に記載されている業務

について。 

（回答）調達課 

 業務委託の最低制限価格の見直しについては、他指定都市の状況も踏まえ検討を

してまいります。 

 また、事後公表については、案件ごとに業務所管課において判断することとしており

ますが、毎年度継続的に行われる業務委託の最低制限価格は、公表することにより次

年度の最低制限価格等を推定され、入札において競争性が損なわれる恐れがあるこ

とから、非公表としております。 

２．都市基盤整備 

４）国土強靭化地域計画ガイドラインに基づいて、「強くしなやかな地域」を目指した都

市基盤整備を推進するために、既存計画の土地区画整理事業や市街地再開発事業

の都市整備については、国からの財源と効率的に地域の理解を得る努力を一層強

め、計画が遅れているエリアについては前倒しができる仕組みを検討すること。また、

権利者との信頼関係を作り上げる事を第一とし、施行地区ごとの具体的目標を定め

工程表として進捗を公表すること。再開発事業者には、組合施行に加えて地元の総

合建設業者の経験と実績を最大限活用できるよう「先進的仕組み」を検討するととも

に、環境の変化を適切に柔軟に対応できるよう促し、行政自らが常に検証し、その

「結果責任」による視点を重視すること。 

（回答）市街地整備課、区画整理支援課 

 土地区画整理事業及び市街地再開発事業については、国に対して引き続き補助金

を要望し、財源確保に努めるとともに、計画的な建物等の移転、工事発注により、効率

的な事業運営を図ってまいります。また、計画が遅れているエリアは、権利者との合意

形成に努め、地区の特性や進捗状況を踏まえ、事業計画及び資金計画を検討してま

いります。 

 さらに、権利者の理解を得るため、事業の進捗が分かる資料の公表などについて検

討してまいります。市街地再開発事業については、事業が円滑に推進するよう、社会

経済情勢等を踏まえ、組合に対して適切な指導をするとともに事業報告を十分に検証

してまいります。 

 ・土地区画整理事業、市街地再開発事業に要する経費 １９，８４０，１４９千円 
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土地の買収や境界線画定等の事務については、専門的な部署をつくり市自ら集中

的に権利者との合意形成に努め、整備を確実に推進し早期に実施できるようにする

こと。 

（回答）土木総務課 

 土地の買収事務については、土木総務課において関係所管と連携し、公共事業が

遅滞なく進捗するよう、権利者との合意形成に努めながら進めてまいります。 

 また、境界線画定事務については、南北建設事務所土木管理課に設置しておりま

す区域線整備推進係において、２０２０年度完了に向けて引き続き整備を進めてまい

ります。 

 ・道路管理事業（土木総務課） ３５５，１１９千円 

５）新たな都市計画道路のネットワーク整備については、整備促進に向け国との調整

や国からの財源確保を確実に実施して、長期計画にずれが生じない徹底した進捗管

理と継続的な予算確保に努めること。また、地元住民との信頼関係を構築できるよう

工夫するとともに、土地収用制度を大胆に適用し、東西を結ぶ都市計画道路早期完

成など多数の市民の利益を念頭に置き、市が示す整備日程を常に公開し工程管理

を確実に実施すること。 

（回答）道路計画課 

 国の動向を常に把握し、従来の国庫補助金に加え、活用可能な新たな国庫補助金

等について積極的に確保することなどにより、継続的に安定した財源の確保に努めて

まいります。 

 また、都市計画道路の早期完成に向けて、地元住民の方々の御理解と御協力が得

られるよう、より丁寧な説明や情報提供を行い、地元との信頼関係を築きながら事業を

進めてまいります。 

 さらに、事業進捗に影響のある用地買収では、土地収用制度を活用するなど、進捗

管理を適切に実施してまいります。 

 ・街路整備事業 ７，９２１，１９６千円 

 ・道路新設改良事業 ４，１４６，８９０千円 

特に新都市計画道路網の整備の内、市民要望の強い都市計画道路や基幹産業

道路の整備延長については、課題を整理し、新たな道路整備として早期に着手する

こと。 
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（回答）道路計画課 

 現在、次期計画である「さいたま市道路整備計画（第３期）」についてパブリックコメン

トを実施し、策定しているところです。 

 都市計画道路については、この整備計画に基づき計画的な整備を行ってまいります。 

６）にぎわいと文教の調和する緑豊かな浦和のまちづくり整備を更に推進し、段階的

に実施していくこと。

（回答）浦和駅周辺まちづくり事務所 

 浦和駅周辺地区については、浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業へ

の支援を行うとともに、都市計画道路浦和西口停車場線街路整備事業の用地買収、

物件移転補償等を実施してまいります。 

 ・市街地再開発推進事業（浦和駅周辺まちづくり事務所） １５８，９９９千円 

特に岩槻駅周辺地区については岩槻歴史街道と街並・景観づくりを映像化し分か

り易く可視化すること。また、人形博物館の建設と併せて行政機能を有する市民生活

が十分に満足できる施設整備を実施すること。周辺整備についても、調和する環境を

構築すること。 

（回答）岩槻まちづくり事務所 

 岩槻歴史街道については、「裏小路」を対象に、歴史・文化をイメージした回遊ルー

トの整備に向け、検討を進めてまいります。 

 ・まちづくり推進事業（岩槻まちづくり事務所）（一部） ２，５００千円 

（回答）経済政策課 

 市民が利用できる多目的室などを備えたにぎわい交流館いわつきを岩槻人形博物

館と同敷地に整備してまいります。 

 ・商工施策管理事業（にぎわい交流館いわつき整備事業） ２８５，６００千円 

大宮駅周辺地域戦略ビジョンに基づく、「公共施設の再編計画」及び大宮駅東口大

門町２丁目中地区再開発事業や大宮駅西口第３―B 地区等の再開発事業を早期に

実現し、さらなる民間再開発を誘発する「連鎖型まちづくり」の計画実施を早急かつ確

実に推進すること。 

（回答）大宮駅東口まちづくり事務所、大宮駅西口まちづくり事務所 

 大宮駅東口周辺地区の公共施設再編については、策定した全体方針に沿って、各
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エリアごとに立ち上げたプロジェクトチームで、大宮駅東口周辺地区に求められる機能、

公共施設や施設の跡地利用等について検討し、スピード感をもって確実に推進してし

てまいります。 

  大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発事業については、事業の早期実現

を目指し、再開発組合を積極的に支援してまいります。 

 大宮駅西口第３－Ｂ地区市街地再開発事業については、事業の早期実現を目指し、

組合を積極的に支援してまいります。 

 ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（大宮駅東口公共施設再編推進事業） １７，

９４１千円 

 ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（大門町２丁目中地区第一種市街地再開

発事業）  ２，９９０，２００千円 

 ・大宮駅西口まちづくり推進事業（一部） ３５６，８００千円 

（回答）大宮区役所新庁舎建設準備室 

 大宮区役所新庁舎については、平成２９年７月に建設工事に着手し、２０１９年５月の

供用開始に向けて事業を進めております。 

 ・大宮区役所新庁舎整備事業 １，１８２，２１０千円 

（回答）文化振興課 

 大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発事業については、事業の早期実現

を目指し、再開発組合を積極的に支援してまいります。再開発ビルに入る市民会館お

おみやについては、従来の機能にコミュニティ機能を付加し、より充実した施設として

整備を進めてまいります。 

 ・文化施設整備事業 ７，７４４，０２７千円 

東日本エリアの拠点・顔を目指して、東日本の玄関口としての中枢都市構想や大

宮駅グランドセントラルステーション化構想などの都市基盤整備を着実に推進するこ

と。各種事業にあっては年度ごとに市民満足度評価を実施すること。市内各地の街

づくりにおいては、一元的に開示し市民アンケートなどを実施し評価を受け検証する

こと。 

（回答）東日本交流拠点整備課 

 大宮駅の駅前広場を中心とした交通基盤整備、駅前広場に隣接する街区のまちづ

くり、乗換改善等を含めた駅機能の更なる高度化を三位一体で進める「大宮駅グラン

ドセントラルステーション化構想」の実現に向け、推進会議や部会等で関係者から意

見を伺いながら個別計画の検討を進め、都市基盤整備を着実に推進してまいります。 
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 ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（東日本交流拠点整備課） １３７，１５２千

円 

７）さいたま市の特筆すべき経営資源の見沼田圃については、見沼田圃基本計画ア

クションプランに基づき、都市型農業の生産基盤づくりと魅力的な自然空間の再生・

地域活性化のための施策をエリア毎に計画的に実施していくこと。 

（回答）見沼田圃政策推進室 

 首都圏に残された貴重な大規模緑地空間である見沼田圃については、見沼田圃基

本計画アクションプランに基づき、保全や活用に係る様々な取組を推進することで、魅

力ある田園空間としての再生、地域の活性化を図ってまいります。 

 ・見沼田圃の保全・活用・創造事業 ４７，５０４千円 

大都市近郷にある農業地帯の特長を活かして、農業と観光との連携によるアグリ

ツーリズムや６次産業の集積エリアといわれるエリアに育て上げること。 

（回答）農業政策課、観光国際課 

 引き続き、市民農園や農家の指導による栽培収穫体験、グリーンツーリズムとしての

田舎暮らし体験を支援してまいります。 

 また、６次産業化についても、引き続き、生産者が行う農産物の加工・販売の取組や

農商工連携による農業の活性化を推進してまいります。 

 さらに、農業と観光との連携による情報発信により、市内外からの来訪客の誘客を行

います。 

 ・農業経営安定・生産向上事業（一部） ３，４５０千円 

 ・さいたま市内半日観光ルート事業 ５４０千円 

さらに首都圏近郊型の都市型農業特区の実現に向けて、国と協議を開始し、役割

分担を含め埼玉県との協議も継続実施して、魅力的な都市自然空間の価値を段階

的に具現化していくこと。 

（回答）見沼田圃政策推進室 

 「見沼田圃の保全・活用・創造のための連携会議」等において、引き続き、埼玉県と

の協議・連携を図り、課題に対する方策等を検討してまいります。 

 ・見沼田圃の保全・活用・創造事業 ４７，５０４千円 

（回答）農業政策課 



7 

 引き続き、農産物の６次産業化、農商工連携による農業の活性化を推進してまいりま

す。 

 ・農業経営安定・生産向上事業（一部） ３，２５０千円 

８）遅々として進まない、地下鉄７号線の早期事業化の決断。 

岩槻駅延伸については、魅力ある浦和美園駅周辺及び沿線の開発を促進するとと

もに、首都東京との交通利便性の利を活かし大規模な医療施設・先進企業・の誘致

等のエリア価値を高める努力を継続実施すること。 

遅れている都市交通の高度化を推進し、課題などを整理し具体的に検討すること。 

（回答）東部地域・鉄道戦略部 

 地下鉄７号線の延伸については、関係機関と実務レベルで、平成２９年度の地下鉄

７号線（埼玉高速鉄道線） 延伸協議会で示された課題解決に向けた協議を行うととも

に、引き続き、埼玉県と共同で延伸に向けた調査・検討に取り組んでまいります。 

 また、浦和美園～岩槻地域の成長・発展を推進するため、平成３０年１０月に改定し

た「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」に位置付けられた、土地区画整理事業や

企業・教育機関等の誘致などの各種方策を強力に推進してまいります。 

 これにより、定住・交流人口を増加させ、早期の事業着手（都市鉄道等利便増進法

に基づく鉄道事業者による事業申請）を目指してまいります。 

 ・浦和美園・岩槻地域間成長発展事業 ３５，２４９千円 

 ・地下鉄７号線延伸促進事業 １８，０８０千円 

（回答）浦和東部まちづくり事務所 

 浦和美園駅周辺を含むみそのウイングシティのまちづくりについては、「公民＋学」

の連携・協働による河川空間活用や交通環境改善、街並み誘導等により、副都心に

ふさわしい良好な市街地を整備し、まちのブランド力を高める都市環境を目指します。 

・みそのウイングシティの土地区画整理事業 １，３９０，６０８千円 

（回答）環境未来都市推進課 

 美園地区の魅力向上については、「アーバンデザインセンターみその（ＵＤＣＭｉ）」を

拠点として、「公民＋学」の連携による「先進的な総合生活支援サービス」を進め、市

民はもとより国内外に「スマートシティさいたまモデル」を積極的に情報発信してまいり

ます。 

 また、特区事業の重点取組のひとつである「スマートホーム・コミュニティの普及」に

おけるモデル街区の整備と併せ、新築及び既築住宅の省エネ・強靭化を推進する、

「さいたま版グリーンニューディール事業」の実施など、地域の民間力を最大限活用す
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る施策を進めてまいります。 

 次世代バスを導入し、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における競

技会場間のアクセス向上及び副都心間の回遊性を高めるとともに、災害時におけるエ

ネルギーセキュリティを確保してまいります。 

 ・次世代自動車・スマートエネルギー特区推進事業 １８８，２７３千円の内数 

３．経済活性化・産業振興 

９）全国都市緑化フェア―の開催の検討を図ること。

（回答）みどり推進課 

全国都市緑化フェアの開催については、内容を含め未だ検討に至っておりません。 

また「平成３０年度の税制改正の大綱」において森林環境税（仮称）及び森林環境譲

与税（仮称）が創設される。「さいたま市 市有施設の木造化・木質化等に関する指針」

と合わせ、体制整備に取り組むこと。 

（回答）農業環境整備課 

森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設にあたり、本市においても平

成３１年度より、森林管理や木材利用の促進に向けた施策を行っていくとともに、「さい

たま市 市有施設の木造化・木質化等に関する指針」に基づき、引き続き市有施設及

び市施工土木工事における県産木材の利用推進を図っていくため、必要な体制整備

を進めてまいります。 

 ・森林管理事業 ３９，１５２千円 

１０）東日本連携の核となる東日本連携支援センターの安定的な運営に向けた、適切

な予算の確保の実現。 

（回答）経済政策課 

 （仮称）東日本連携支援センターの運営を、さいたま商工会議所とさいたま市の協働

により進めてまいります。 

 さいたま商工会議所とさいたま市とで、お互いに得意な分野を生かし、（仮称）東日

本連携支援センターの「BtoB」「シティープロモーション」「交流」の３つの機能が発揮さ

れるように、自走化につながる適切な運営に努めてまいります。 

 ・（仮称）東日本連携支援センター整備事業 １３６，６２６千円 
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１１）２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた、市民をはじめ商店街

や地域経済における機運の醸成や、来訪外国人への言語対応や快適な滞在をサポ

ートする方策の検討。 

（回答）オリンピック・パラリンピック部、商業振興課 

市民をはじめ商店街や地域経済における気運の醸成については、東京２０２０大会

の成功に向け、市民の目に見える形での気運醸成を図るため、商店街等の街路灯を

利用した大会フラッグ設置について、既に関係機関であるさいたま商工会議所やさい

たま市商店会連合会と意見交換を行っており、平成３１年度に、市内商店街の街路灯

を中心に約５，０００か所で大会フラッグを掲出します。 

・商店街振興事業（東京２０２０大会フラッグ掲出事業） ２１，１４７千円 

（回答）観光国際課 

来訪外国人への言語対応や快適な滞在をサポートする方策については、競技会

場及び最寄駅を含む、多言語対応重点エリアにおける案内サイン等の多言語化を庁

内関係部局と協力しながら推進するとともに、飲食メニューや施設利用案内の多言語

化など、来訪外国人の受入環境整備を行う事業者に対する支援を引き続き行うことに

より、本市を訪れる来訪外国人の方々が過ごしやすい環境整備の促進に努めてまい

ります。 

・観光推進対策事業（外国人観光客受入環境整備及び誘致促進事業補助金） １，

８００千円 

１２）企業誘致の戦略的アクションについては、誘致インセンティブを積極的に採用し、

本市の産業特性を活かす分野や企業に集中的にアプローチして、雇用の拡大も加味

した誘致方針を打ち出し、地域イノベーションを下支えすること。 

適正な配置計画のもとで指導助言を行い、将来、競合による連鎖倒産が発生しな

いよう中長期的政策のもとで「立地誘導」を行うこと。 

（回答）産業展開推進課 

 企業誘致については、積極的な企業訪問を行い、様々な機会を通じて本市の優れ

たビジネス環境をＰＲするほか、誘致に係るインセンティブを講ずるとともに、企業ニー

ズを的確に捉えながら誘致重点エリアを中心に計画的に操業適地へ誘導を図ること

等により、戦略的に推進してまいります。 

 また同時に、（公財）さいたま市産業創造財団を始めとする支援機関を通じた、様々

な企業支援策の活用により、市内立地企業の操業継続に係る支援を展開してまいりま

す。 



10 

 ・企業誘致等推進事業 ２２１，５４６千円 

また、東日本のハブ拠点である地理的条件を最大限に活用し、首都圏の本社機能

の移転などについては、斥候役である東京事務所と連携して推進すること。更に東日

本に進出する企業と市内企業とのコラボレーション推進や支店や工場など出先機関

の支援を強化して、産業集積拠点の整備強化に努めること。 

（回答）産業展開推進課、東京事務所 

今後、首都高速道路や外環道の延伸に伴い、本市の交通利便性が一段と向上す

ることから、これら本市のもつ立地の優位性をＰＲポイントとして、より効果的な誘致方

策を検討の上、積極的に企業誘致活動を推進してまいります。 

また、地域経済の更なる活性化につながるよう、誘致企業と市内企業の連携の推進

を含め、関係機関と連携して支援を行ってまいります。 

 ・企業誘致等推進事業 ２２１，５４６千円 

１３）地域商店街のイノベーション推進のために、地域有力企業や全国レベルの出店

企業とコラボレーションできるユニークな支援策を検討するなど支援策の拡充を図る

こと。 

（回答）商業振興課 

 引き続き、商店街が大型店等と連携してにぎわい創出のために実施するイベント事

業に対する支援を行ってまいります。 

 ・商店街振興事業（商店街活性化推進補助事業） １６，６１２千円 

商店街の活性化には、先進的な取組みを実施している商工会団体や企業等とのコ

ラボレーションを積極的に推進している団体などには手厚く支援することも必要であり、

地域特性に配慮しつつユニークで新しい発想の支援に取組むこと。 

（回答）商業振興課 

 商店街の活性化については、引き続き、プロスポーツチームや大型イベント、文化芸

術などを活用し、商店街が行う取組を支援してまいります。 

 ・商店街振興事業（一部） ７９，８５１千円 

高齢者が徒歩で買い物ができる身近な商店街の活性化のために、空き店舗の活

用、さいたマルシェや地域物産展を活用した食中心のイベント企画、孫のための高齢

者消費喚起策や住民の故郷とさいたま市の関係が深まる様な消費喚起策も同時に
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検討すること。また、防災拠点の役割の中に商店街を組み入れること。 

（回答）防災課 

 防災拠点の役割の中に商店街を組み入れることについては、商店街がある自治会

に対し、引き続き自主防災組織の結成を促してまいります。 

（回答）商業振興課 

 引き続き、商店街の空き店舗を活用して地域の賑わい創出やコミュニティの活性化

を図る取組に対する支援を行ってまいります。 

 また、さいたまスイーツ等プロモーション事業として、引き続き、スイーツを使ったイベ

ント等を開催します。 

 さらに、個人消費意欲を市内商店街に誘導することで市内の消費拡大と地域経済の

活性化を図るための事業に対する支援を行ってまいります。 

 ・商店街振興事業（一部） ６４，９２０千円 

 ・商工業振興事業（さいたまスイーツ等プロモーション事業） ４，７２１千円 

さらに、商店街の活性化に不可欠な街路灯整備については、商店街所有の街路灯

が永続的な維持管理ができるよう、補助支援策を検討すること。 

（回答）商業振興課 

 街路灯整備については、商店街街路灯のＬＥＤ街路灯への改修や新設・修繕及び

電気料に対し、補助を行ってまいります。なお、商店街の永続的な維持管理が可能と

なるような支援策については、他指定都市の状況も踏まえ、引き続き検討してまいりま

す。 

 ・商店街振興事業（一部） １９，２０２千円 

１４）環境未来都市の取組みについては、住宅用太陽光発電設備に代表されるスマ

ートエネルギー（ＨＥＭＳ）や次世代自動車（ＥＶ）の普及など環境・エネルギー政策は、

再生可能エネルギーの多様化とエネルギーの地産地消を図ることができるため、地

域経済活性化政策にも繋がるようなＨＥＭＳとＥＶと連携したスマートハウス化を拡充

強化していくこと。 

（回答）環境創造政策課 

 エネルギーの地産地消や効率的な活用を目指すスマートホームの普及拡大に向け

て、引き続きＨＥＭＳやＶｔｏＨ（ビークル・トゥ・ホーム）システムを含めた創エネ・省エネ

機器設置に対する補助金の交付を実施してまいります。 
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 ・地球温暖化対策事業（「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金） １０

３，８００千円 

（回答）環境未来都市推進課 

 太陽光、コジェネレーションなどの発電設備と、ＥＶを含めた蓄電設備の統合運用を

可能とするルールの整備やシステムの構築、車から家等への給電いわゆる「VｔｏX」の

活用など、様々な角度からスマートホーム・コミュニティの拡充強化に取り組み、地域

経済活性化につなげてまいります。 

 ・次世代自動車・スマートエネルギー特区推進事業 １８８，２７３千円の内数 

 ・環境未来都市推進事業 ８１，７０５千円の内数 

また、市民ニーズが高まっている電気自動車の普及促進は、個人や事業者への補

助金制度（地域金融機関と提携したスマートエネルギー用融資制度や利子補給制度

の検討等）の申請の電子化など、更なる拡充を図ること。 

環境未来都市にふさわしい条例の整備を含めた検討をおこなうこと。 

（回答）環境未来都市推進課 

 電気自動車（ＥＶ）の普及促進に向けて、充電セーフティネットワークの充実や補助

制度によるインセンティブの付与に努めるとともに、「走る蓄電池」としてエネルギーを

蓄え、運び、供給する、オフラインによるエネルギー利用に係る有効性の普及啓発に

努め、レジリエンスの視点から一層の導入促進を図ります。 

 今後も、これら事業を推進するとともに申請の電子化などの検討を含め、更なる電気

自動車の普及に努めてまいります。 

 ・次世代自動車・スマートエネルギー特区推進事業 １８８，２７３千円の内数 

 ・環境未来都市推進事業 ８１，７０５千円の内数 

１５）緑豊かなエリアにおいては、地産地消の強みを活かした都市型農業を育成し、

道の駅などの直売所や農家レストランの開設、さいたマルシェなどのイベントとのコラ

ボレーション、観光農園のＰＲなど６次産業化の支援を強化すること。 

（回答）農業政策課、経済政策課 

 生産と消費の場が近接する本市の特性を活かした、地産地消の推進や、農業経営

の安定に資するため、直売所整備に係る費用の一部助成を行います。また、市民の

農業体験へのニーズに対する交流の場及び農業振興や農情報発信拠点として農業

交流施設の整備を行います 

 さらに、本市においては、「（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点」の整備に向
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け検討を行っており、その中で地域振興・観光振興等につながる新たな地域経済活

性化拠点の検討を進めてまいります。 

 あわせて、さいたまるしぇ等を活用し、市内産農産物加工品をＰＲすることにより、本

市農産物の魅力を内外に発信し、農産物の販路拡大と観光面への活用を図ってまい

ります。 

 さらに、６次産業化を目指す農業者に対して、経費の一部助成を行ってまいります。 

 ・（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点整備事業 ６，８９７千円 

 ・農業経営安定・生産向上事業（一部） ３，２５０千円 

 ・滞在型市民農園と農業交流施設の整備事業 １４，１３８千円 

また国や県との協議を積極的におこない、都市型農業の機能が活かせる大規模な

農業法人化に向けた総合的な支援を実施するなど、さいたま市らしい都市農業政策

を確立していくこと。 

（回答）農業政策課 

 都市型農業の機能が活かせる大規模な農業法人化の支援については、農業近代

化資金等の農業制度資金や担い手を対象とした補助制度等を活用することにより総

合的に支援を行うとともに、ＩＴ技術等を活用した先進的な農業技術を導入する担い手

に対して補助を実施し、都市農業の振興を図ってまいります。 

 ・都市農業担い手育成事業 ２９，８０５千円 

１６）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催を筆頭に、さいたまクリテリウム、さ

いたま国際マラソン､など、数々の国際イベントに対応できるように、さいたま市内の

主要部における宿泊施設の充足を図ること。開催に伴い、コンベンション施設の設置

や商業施設の充実の検討を行うこと。 

（回答）観光国際課 

 ＭＩＣＥ開催件数の増加による地域経済の活性化や都市プレゼンスの向上を目的と

して平成２９年度策定した「さいたま市ＭＩＣＥ誘致戦略」に基づき、民間事業者へのヒ

アリング等を実施し需要動向を確認しながら、宿泊施設やコンベンション施設等の誘

致に引き続き取り組んでまいります。 

 ・観光推進対策事業（ＭＩＣＥ推進事業） １７，９９７千円 

また、東京オリンピック・パラリンピック開催日に向かいイベントなどを企画する団体

や商工業者に対し意向調査を一元的に把握し、「まち全体」で「歓迎」できるよう具体

的に支援する体制を構築されたい。更に、開催競技会場誘致に向けた盛り上がりを
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「追い風」と捉え、多くの訪問者が訪れ好印象で帰られるようきめ細やかな環境整備

を期待します。IT に特化した情報通信方法を選定するなど、世界に開かれた「情報最

適都市として」位置づけ、「おもてなし」の精神で対処すること。 

（回答）オリンピック・パラリンピック部、商業振興課 

 平成２９年度より、大会に向け、さいたま市支援会議参加団体・企業などを対象とし

て、大会に向けた「おもてなしアクションプラン」に掲げる取組案に関連又は類似する

事業の実施状況や今後の実施意向等に関する調査を行っており、その結果を基に、

「アクションサポート会議」等を通じて、官民の事業のマッチングを図るなど、「おもてな

しアクションプラン」の推進を図っております。 

 平成３１年度も引き続き、本取り組みを進めることで、民間企業・団体等がそれぞれ

の立場から、大会のおもてなしに関わっていただきます。 

 また、来訪者に本市の魅力を伝えられるよう、まち全体での歓迎や大会に向けた気

運醸成につなげるため、商店街等の街路灯を利用したフラッグ設置について、既に関

係機関であるさいたま商工会議所やさいたま市商店会連合会と意見交換を行ってお

り、平成３１年度に、市内商店街の街路灯を中心に約５，０００か所で大会フラッグを掲

出します。 

 ・オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業（おもてなしアクションプラン推進事業） 

１０，２４８千円 

 ・商店街振興事業（東京２０２０大会フラッグ掲出事業） ２１，１４７千円 

（回答）ＩＣＴ政策課 

 ＩＴに特化した情報通信方法については、「Ｓａｉｔａｍａ Ｃｉｔｙ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」を導入

しました。市内の図書館や大宮盆栽美術館等２９か所の公共施設等で利用できるほか、

接続用アプリを使用することにより、全国約１７万のアクセスポイントで利用可能となりま

す。引き続き、Ｗｉ－Ｆｉの整備・拡大を進めてまいります。 

１７）地域に根差しているスポーツ文化をより醸成させていくためにも、ニーズに合わ

せた施設環境整備を行って行くこと。 

（回答）スポーツ振興課 

 スポーツ施設の整備にあたりましては、まずは、既存のスポーツ施設を有効活用する

ことが重要と考えており、国が策定した「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」に

準じて、整備計画を策定してまいります。 

 また、本市のスポーツ施設の整備計画を策定する中で、ニーズを的確に捉えながら、

民間力を最大限活用した環境整備を検討してまいります。 
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 ・スポーツ施設の整備計画策定事業 ９，３００千円 

１８）ＮＡＣＫ５スタジアム大宮、浦和駒場スタジアム、浦和競馬場などさいたま市内の

スポーツ経営資源を活用して、総合的なスポーツ産業の育成とスポーツ観光の取組

みを更に強化するとともに、市民スポーツ意識を喚起するためのスポーツジムなど高

齢者にも配慮したスポーツ教室の誘致・拡充を検討すること。 

（回答）都市公園課 

 公園の魅力づくりの向上にもつながることから、指定管理者に対し公園内でのスポー

ツ教室等の開催の拡大を働きかけ、市民が気軽に楽しめるスポーツ環境の構築を図

ってまいります。 

 また、利用者のニーズに応えるため、公園内運動施設の適切な維持管理及び備品

類の拡充を図ってまいります。 

 ・都市公園等管理事業 ３，２７１，９８１千円の内数 

（回答）スポーツ政策室、スポーツ振興課 

 これまで「さいたまスポーツコミッション」により、Ｕ－２０女子Ｗ杯、ＩＳＵ世界フィギュ

アスケート選手権大会など数多くの大規模イベントの誘致・支援を行ってまいりました。

平成３０年度は、コーフボール アジア・オセアニア選手権やインラインアルペン世界

選手権など世界大会も誘致・支援したところです。 

 平成３１年度からは、法人化したスポーツコミッションを通じて、一層、スポーツが有す

る様々な効果が最大限に発揮されるよう、既存の施設等を活用し、民間団体や関係

所管等とも連携して、スポーツイベントの誘致・支援を行ってまいります。 

 また、浦和駒場スタジアムの照明灯をJリーグ基準を満たす照度とするため改修工事

し、浦和駅及び北浦和駅周辺の賑わい創出が図れるような、大規模大会・試合の誘

致を目指します。 

 市民スポーツ意識の喚起については、「日本一スポーツで笑顔あふれるまち さいた

ま」の実現に向け、市民参加型のイベント等の開催や民間施設等との連携など、一層

の市民スポーツの振興と地域経済の活性化に取り組み、市民が気軽に楽しめるスポ

ーツ環境の構築を図ってまいります。 

 ・スポーツイベント誘致支援事業 ３３，９００千円 

 ・浦和駒場スタジアム照明灯改修工事 ３５１，８６８千円 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて選手の最終調整用合宿施設を

用意し、さいたま市滞在による賑わいを創出するとともに、スポーツ施設の市民利用

も促進させ、スポーツ意識の向上に取り組むこと。 
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（回答）オリンピック・パラリンピック部、スポーツ振興課 

 選手の最終調整用合宿施設については、平成２８年にサイデン化学アリーナについ

て、東京２０２０組織委員会の運営する公式の事前キャンプガイドに登録を行っており

ます。 

 すでに本施設を活用した東京２０２０大会時の事前合宿に関しオランダ王国空手道

連盟と覚書を締結しており、平成２９年度より様々な形での市民とオランダ王国との交

流を行っているところです。引き続き、オランダ王国との市民交流を深め、大会年の事

前合宿に向けて準備を進めていくとともに、この機会を活用し、市民がトップアスリート

と交流する機会を設けていくことで、その後のスポーツ施設の市民利用の促進や、ス

ポーツ意識の向上につながるよう取り組んでまいります。 

 ・オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業（ホストタウン交流事業） ４，０００千

円 

４．教育・子育て・生涯学習 

１９）東京オリンピック・パラリンピックに向けて、若年層のスポーツ選手の育成強化を

図るなど、スポーツマインドの醸成やスポーツによる教育効果を高め、武道やダンス

など自己表現力の強化ができるスポーツ教育を推進すること。 

（回答）指導１課 

 スポーツ教育については、授業を通してスポーツマインドの醸成を図ることができるよ

う、引き続き、研修会等を通して各学校への指導を行うとともに、各学校において実態

を踏まえた指導に努めてまいります 

 また、武道・ダンスの必修化に伴い、武道では、我が国固有の伝統と文化に触れ、

相手を尊重して練習や試合ができるよう、段階的な指導を行っております。ダンスでは

ダンスの特性、踊りの由来と表現の仕方などを理解させ、イメージをとらえた表現や踊

りを通した交流ができるよう、今後も、各学校の指導に努めてまいります。 

（回答）スポーツ振興課 

 若年層のスポーツ推進等については、（公財）さいたま市体育協会を通じて、スポー

ツ少年団加盟団体の活動支援助成や大会派遣補助、大会開催等により競技力向上

及び健全育成を推進します。また、市内の女子中学生のスポーツ競技力向上を図る

ため、プロ・アマトップスポーツチームと連携・協力した女子スポーツ支援事業の実施

やスポーツ振興基金を活用した小中学生スポーツ選手の競技力向上を図ってまいり

ます。 
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 ・女子スポーツ支援事業 ７００千円 

 ・スポーツ団体支援事業 １，０００千円 

またスポーツの持つ力を再認識し、規律と自主性、チームワークを重んじるスポー

ツ教育にも注力すること。

（回答）指導１課 

 小学校及び中学校の体育・保健体育の授業では、グループ学習やペア学習の教え

合い、学び合いの活動を通して、チームで学ぶことの大切さを指導しております。 

 本市においては、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を機会として、中

学校における体育理論を踏まえた保健体育授業の充実を図るとともに、規律や自主

性、チームワークを重んじる部活動指導を含め、スポーツの持つ魅力や感動に触れる

ことができる教育を推進してまいります。 

健康増進並びにコミュニケーション活動の更なる増進を図るため、学校や公共グラ

ウンドの夜間照明設置など、市民が幅広く活用できる公共施設の公平・平等な施設

整備を行うこと。 

（回答）スポーツ振興課 

 学校等を市民に幅広く活用してもらうために、夜間照明設備については、老朽化が

進む既存設備の改修を随時行うとともに、学校を新設する際には設置の検討をしてま

いります。 

 ・学校体育施設開放事業 １３，６７５千円 

２０）虐待・いじめ・登校拒否・非行・不登校及び自殺など学校単位での予防策への取

り組みを強化し、教職員の研鑽を図り、教員の担う役割とその他の機関の果たす役

割を区分し明示する必要がある。地域住民との情報共有やその解決策の協議を進

めるとともに、悩みを打ち明け、子どもの生涯に関われる仕組みづくりを研究すること。 

（回答）指導２課 

 引き続き、「人間関係プログラム」や「いじめ撲滅強化月間」等、各学校における予防

的な取組を行ってまいります。 

 「人間関係プログラム」については、推進委員会を開催し、一層の推進を図るとともに、

引き続き、教員対象の研修会を開催し、指導力の向上を図ってまいります。 

  「いじめ撲滅強化月間」においては、毎年度６月を対象月間とし、いじめ撲滅に向け

たスローガンの作成、児童会・生徒会を中心としたいじめ撲滅キャンペーンなどを行っ



18 

てまいります。さらに、それらの取組を「さいたま市子ども会議」や「いじめ防止シンポジ

ウム」において共有するとともに、よい取組について各学校に情報提供するなど、児童

生徒主体の取組を推進してまいります。 

 また、さいたま市いじめ防止対策推進条例に基づき、附属機関であるさいたま市いじ

めのない学校づくり推進委員会を教育委員会に設置し、学校におけるいじめの防止

等のための対策を実効的に行ってまいります。各学校では、教職員、保護者、地域、

心理・福祉等に関する専門的な知識を有する方々からなる学校いじめ対策委員会を

設置し、情報共有に基づいた組織的な対応を徹底するとともに、保護者や地域住民と

の連携を一層強化してまいります。 

 ・生徒指導総合計画事業 １，４４３千円の内数 

 ・いじめ防止等対策推進事業 １０，０１４千円の内数  

（回答）総合教育相談室  

 教育委員会では、いじめの問題や不登校等の解消のため、心のサポート推進事業

を展開しております。この事業では、予防的開発的な教育活動の充実として、「『ＳＯＳ

の出し方に関する教育～自殺予防教育～』の推進」、教育相談体制の充実として「全

ての市立学校においてスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの支援が

受けられる体制整備」や「教員等を対象としたゲートキーパー研修」、専門的なケア体

制の充実として「子どもサポートネットワークの活用」等、３６の事業を総合的に展開し

ております。 

 「『ＳＯＳの出し方に関する教育～自殺予防教育～』の推進」では、「『いのちの支え

合い』を学ぶ授業」の対象学年の拡大等、一層の充実を図ってまいります。  

 また、教員を対象にしたゲートキーパー研修会を引き続き実施するとともに、各学校

において「『ゲートキーパー研修』フォローアップ研修」を実施してまいります。 

 学校だけでは対応が困難なケースに対しては、関係機関等が連携した実効的な支

援ができるよう、スクールソーシャルワーカーの拡充とともに、「子どもサポートネットワ

ーク」のさらなる充実を図ってまいります。 

 ・教育相談推進事業 ５７１，９７０千円 

（回答）子育て支援政策課、青少年育成課、児童相談所 

 児童虐待を未然に防止するため、要保護児童対策地域協議会の体制を充実させ、

地域における関係機関の連携強化を図るとともに、市報などを通じての広報啓発、オ

レンジリボンキャンペーンの実施など、様々な機会を通して虐待防止の啓発を図り、児

童虐待のない社会づくりを推進してまいります。 

 いじめの予防策については、「さいたま市いじめのないまちづくりネットワーク」を設置

し、いじめ防止等に関する啓発活動を行い、関係機関・関係団体と連携して、いじめ
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防止へ向け取り組んでまいります。 

 さらに、平成２７年８月２７日に児童相談所内に開設しました、「児童いじめ相談」電

話相談窓口により、いじめの早期発見、防止等に努めてまいります。 

 ・児童虐待防止対策事業 ２５，５６８千円 

 ・青少年事業（一部） １，０７７千円 

（回答）健康増進課、こころの健康センター 

 自殺予防については、平成３０年１１月１日に健康増進課内に設置した「さいたま市

自殺対策推進センター」において、関係機関と連携を図りながら本市の状況に応じた

自殺対策を総合的かつ効果的に推進してまいります。 

 また、普及啓発や人材育成、うつ病対策、若年層対策、精神科医療機関との連携に

よる自殺未遂者等への早期支援等による自殺対策を実施します。 

 ・精神保健福祉事業【健康増進課】（自殺対策推進事業） ２，０９３千円 

 ・【こころの健康センター】自殺対策推進事業 １３，９３０千円 

また、危険ドラッグ等の薬物依存やネット依存対策については、家庭（保護者）への

予防啓発を強化し、問題が発生する前や発生した時点では速やかに児童相談所や

地元警察署、薬剤師と連携して対策を講ずること。 

（回答）健康教育課 

 薬物乱用防止教室を全ての市立小・中・高等学校で、年１回開催してまいります。 

 教職員や保護者に予防啓発を図るため、引き続き、関係機関と連携し、薬物乱用防

止講演会を開催してまいります。 

 ・健康教育指導事業（一部） ３９千円 

（回答）食品・医薬品安全課、環境薬事課 

 薬物乱用防止に関するリーフレットを作成し、学校における薬物乱用防止教室等で

活用するなど、危険ドラッグを始めとする薬物乱用の危険性について、広く周知してま

いります。また、市内映画館において薬物乱用防止啓発ＣＭを上映するほか、街頭キ

ャンペーンを実施するなど埼玉県及び関係団体と連携し、啓発に努めてまいります。 

 ・薬務事業  ４，７７８千円の内数 

 ・環境衛生・薬務事業 ７，６８６ 千円の内数 

（回答）こころの健康センター 

 依存症相談拠点として、市民からの依存症に関する相談をお受けします。また、保

護観察所で実施されている当事者や家族向けグループへの職員派遣、依存症支援
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に携わる関係機関向け研修や情報交換会を実施するなど、連携及び相談体制の強

化を図ってまいります。 

（回答）児童相談所 

 危険ドラッグ等の薬物依存やネット依存について、問題発生の際の相談対応では、

こころの健康センターや警察等と情報の共有化を図り、引き続き連携を強化してまいり

ます。 

２１）双子や三つ子などの多胎児を妊娠した、多胎妊婦に対して妊娠から出産に至る

までの本市独自の補助制度を構築すること。 

（回答）地域保健支援課 

 妊婦健康診査費用の助成については、母子保健法・さいたま市妊婦健康診査費及

び子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則に基づき実施しており、母子健康

手帳を交付する際に、妊婦健康診査助成券を配布しております。 

 今後も、多胎妊娠時の助成拡大に取り組む先進市の動向を注視しつつ、引き続き、

調査研究してまいります。 

 ・母子保健健診事業 １，５５３，６０８千円の内数 

２２）保育の質の確保のため、さいたま市における職員雇用対策補助事業や職員処

遇改善費補助事業の充実拡大に努めること。 

（回答）保育課 

 保育士の処遇改善については、市独自の雇用対策費補助金、職員処遇改善費補

助金による職員給与の上乗せ補助を引き続き実施するとともに、同事業を含めた保育

士の処遇改善の充実拡大を引き続き研究してまいります。 

 ・特定教育・保育施設等運営事業（保育士等処遇改善事業） ８２１，９３６千円 

 ・認可外保育施設運営事業（保育士等処遇改善事業） ５８，２４７千円 

２３）保育園の運営にあたり、借地利用の園についての補助の拡充ならびに、固定資

産税の減免措置の検討。 

（回答）保育課 

 借地利用の保育園に対する賃借料の補助については、２１大都市児童福祉主管課

長会議などを通じ国へ要望しているところですが、今後も様々な機会を通じて引き続

き要望してまいります。 
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 ・特定教育・保育施設等運営事業 ２７，０８１，７６８千円の内数 

（回答）固定資産税課 

 借地利用の保育園に対する固定資産税等の課税については、無償借地はその利

用状況に応じて非課税、減免、課税標準の特例を適用しています。有償借地は法に

基づき適正な課税に努めています。 

２４）将来の保育需要を十分に検討研究した、保育施設の運営法人の多様な形態の

在り方を構築すること、ならびにナーサリールームとの隙間のない連携体制を構築す

ること。 

（回答）のびのび安心子育て課 

 多様化する保育ニーズに対し、今後の保育需要を十分に検討・研究し、ナーサリー

ルームをはじめとした認可外保育施設を含む、多様な保育の受け皿確保を進めてま

いります。 

２５）いわゆる三歳児問題に対応するために重要な役割を果たしている、ナーサリー

ルームや小規模保育事業所に対しても連携先確保を確実に支援し委託料の値上げ

や保育士確保のための家賃補助を検討すること。 

（回答）のびのび安心子育て課、保育課 

 小規模保育事業所における連携施設確保については、連携内容の基準等を定めた

ガイドラインを作成するなど連携促進を図っているところですが、引き続き、各教育・保

育施設と円滑な連携ができるよう、事業者に対する支援を行ってまいります。 

 ナーサリールームや小規模保育事業所に対する委託料については、小規模保育事

業は国県の交付金を受けておりますが、ナーサリールームは市単独の事業となり財政

負担が大きいことから、課題を整理しながら研究してまいります。 

 保育士確保のための家賃補助については、小規模保育事業は国県の補助金を受

け保育士宿舎借り上げ支援事業を対象としておりますが、ナーサリールームは、認可

保育所等への移行の前提がない限り市単独の事業となるため、課題を整理しながら

研究してまいります。 

 ・特定教育・保育施設等整備事業（のびのび安心子育て課）  ２２，０００千円 

 ・特定教育・保育施設等運営事業 ２７，０８１，７６８千円の内数 

 ・認可外保育施設運営事業 １，６２９，１４０千円の内数 

２６）保育士不足の抜本的な解決を目指すため、保育士だけでなく幼稚園教諭や小学
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校教諭などの資格取得者を保育従事者として活用できる方策を検討すること。 

（回答）のびのび安心子育て課 

 保育士配置の弾力化措置については、安全安心な保育環境の確保に大きく関わる

ことから、他都市の状況や保育関係団体の意見を踏まえ、慎重に検討してまいります。 

２７）幼児教育の根幹を担う、私立幼稚園に対し、保育士への処遇改善と同様の補助

事業と子どもたちへの健康維持を確保するため、健康診断費用については、今まで

以上の補助を実現すること。 

（回答）幼児政策課 

 本市の幼児教育における私立幼稚園及び認定こども園の果たす役割の重要性にか

んがみ、平成３０年度に幼児教育振興補助金を創設し、教職員の資質向上に資する

事業や、園児の健康管理を含む特色のある幼児教育の推進に関する事業を実施す

る私立幼稚園等に対して補助金を交付することで、幼児教育の振興に取り組んでおり

ます。 

 今後も、国及び県の動向を注視しつつ、市として支援できる範囲を研究してまいりま

す。 

 ・幼児教育推進事業（一部） １０１，２００千円 

２８）放課後児童クラブなど児童・生徒の保育支援策として、国庫支出金の充分な活

用を足がかりとした処遇の改善や施設確保の補助等の充実を図ること。 

（回答）青少年育成課 

 放課後児童支援員の処遇改善については、民設放課後児童クラブ放課後児童支

援員処遇改善費補助金制度を平成３０年度に一部改訂し、対象者、交付額の拡充を

図りました。 

 また、施設確保にあたっては、公共施設や学校施設を活用した整備を進めるととも

に、家賃補助の増額など、委託費全体を捉えた運営支援の拡大に努めてまいりました。 

 今後も、その実績と効果等を検証し、国の補助金も最大限活用しながら、補助等の

充実に取り組んでまいります。 

 ・放課後児童健全育成事業（放課後児童支援員処遇改善事業） ５８，８００千円 

 ・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブ運営委託事業） ２，０６１，８８４

千円の内数 

 ・放課後児童健全育成施設整備事業（施設整備促進補助事業） ４１，４６８千円 
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５．福祉・健康管理 

２９）北部地域の病院整備や埼玉県地域保健医療計画で定める新たな病院整備、想

定される順天堂大学医学部附属順天堂医院なども念頭に、市内全体の地域医療体

制を更に拡充させること。 

（回答）地域医療課 

 さいたま市全域を視野に入れ、地域の開業医や医療機関を支援する後方支援病院

として、さいたま市民医療センターを整備しており、同病院では、地域の開業医や医療

機関との連携により高度な医療などを提供しています。 

 北部地域の病院整備については、独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま

北部医療センターが、プラザノース北側の土地に移転建替え工事を行っており、平成

３１年３月に新病院をオープンする予定と伺っています。 

 平成３１年度からは、本市と新病院が協力して、在宅看取りの理解のための市民講

演会を開催する予定です。 

 また、埼玉県地域保健医療計画で定める新たな病院整備については、埼玉県の大

学病院等の整備計画の公募の結果、順天堂大学の病院整備計画が採用され、平成

３０年３月の医療審議会において、同計画の着工の延期が承認されました。今後も、

埼玉県が進める病院整備計画に協力し、本市の医療体制の整備について検討してま

いります。 

 ・地域医療推進事業（在宅看取り支援事業） １２０千円 

また、埼玉県立がんセンター等と連携し、市内居住者向けのがん対策に特化した

診療科目別医療体制を検討すること。 

（回答）地域医療課、健康増進課 

 がんに特化した医療体制については、平成２６年６月に制定した「さいたま市がん対

策の総合的かつ計画的な推進に関する条例」に基づき設置している協議会の中で、

委員の御意見を伺いながら、また埼玉県のがん対策推進計画の動向も注視しつつ、

引き続き、調査研究してまいります。 

さらに、ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの早期実現により、病診連携の仕組

みを強化し、利用者に利便性のある効率的な診療医療体制の構築を検討していくこ

と。 

（回答）地域医療課 
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 ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの整備については、平成２７年３月に提出され

た「さいたま市医療ビジョン研究会議論のまとめ」の中で、意見が出されております。 

 今後も、必要性等を、医療機関や医師会の関係者を委員とする地域医療構想調整

会議の中で検討してまいります。 

 ・地域医療推進事業（一部） ９３６千円 

３０）地域の医療従事者の確保と育成を積極的に取組み、さいたま市立病院やさいた

ま市民医療センター、さいたま赤十字病院、自治医科大学さいたま医療センター、埼

玉県立小児医療センターなどの市内病院と連携を図りながら、地域医療における人

材を確保し、市民が身近で安心して医療が受けられる体制づくりに努めること。 

（回答）地域医療課 

 地域の医療従者の確保と育成の取組みについては、引き続き、分娩を取扱う産科医

等の処遇の改善を図るため、分娩手当を支給する施設に補助金を交付してまいりま

す。 

 また、引き続き、医療従事者の育成と連携を図るため、市内病院の医療従事者を対

象とした研修会を開催してまいります。 

 更に、看護職員の確保については、本市も参加している全国衛生部長会において、

看護職員確保対策の総合的な推進を図るため、県の地域医療介護総合確保基金へ

の予算措置等を国に要望してまいります。 

 ・地域医療推進事業（産科医等確保支援事業） ２０，９０２千円 

 ・地域医療推進事業（地域医療啓発事業）（一部） ８０千円 

（回答）庶務課 

 市立病院の医師については、関係大学病院に依頼し、確保に努めてまいります。 

 看護師、医療技術員については、市報・ホームページによる採用選考の広報、看護

大学等の就職説明会への参加や資料配布など、積極的な募集活動を行うほか、院内

保育室を運営するなど、定着対策も実施してまいります。 

 また、「さいたま市立病院中期経営計画」を踏まえ、医療従事職員の増員を見込んで

おり、適正な配置に努めてまいります。 

 人材の育成については、必要な学会、講習会、研修会へ派遣して、医療技術の向

上に努めてまいります。 

 ・看護師確保対策事業 ２，９６５千円 

 ・院内託児事業 ６６，２１６千円 

 ・医師研究研修事業 ３，５２０千円 

 ・看護職員研修研究事業 ５，４６１千円 
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 ・医療技術員研修研究事業 ２，２３４千円 

併せて、児童養護及び障がい者入所施設の増設促進を図ること。 

（回答）障害政策課 

 障害者の入所施設については、現在西区で社会福祉施設等施設整備費国庫補助

金を活用した整備を行っており、平成３１年４月１日に開所予定です。 

（回答）子育て支援政策課 

 児童養護施設については、地域におけるニーズの把握に努めていくとともに、施設

のあり方についても研究してまいります。 

また、医学、薬学、保健医療・福祉などに強い大学間の提携を強化し、医学系大学

の教育研究施設など県との連携による誘致を進めること。 

（回答）産業展開推進課 

 引き続き、さいたま医療ものづくり都市構想第２期行動計画を推進する中で、学会・

臨床現場のニーズ収集や企業とのマッチング活動等、産・学・官・医の連携を促進し、

医療機器関連産業の育成・集積を進めてまいります。 

 ・医療ものづくり都市構想推進事業 ５４，８０８千円 

（回答）地域医療課 

 県との連携による医学系大学の教育研究施設の誘致については、埼玉県の大学病

院等の整備計画の公募の結果、順天堂大学の病院整備計画が採用され、平成３０年

３月の医療審議会において、同計画の着工の延期が承認されました。 

 本結果を踏まえ、今後も、埼玉県が進める病院整備計画に協力をしてまいります。 

３１）高齢社会に対応していくため、高齢者の方々が家の外で触れ合える環境作りに

着手し、自治会等による日々のラジオ体操や健康ウォーキング、グラウンド・ゴルフ等

スポーツ大会など競技施設の新設支援を行うこと。 

（回答）高齢福祉課 

 高齢者の方々が外出して行う、地域交流等の団体活動、健康サークル活動等を支

援し、これらの活動に参加した高齢者に奨励金と交換できるポイントを付与するシルバ

ーポイント（長寿応援ポイント）事業を周知し、市民の利用を推進してまいります。 

 また、高齢者が気軽に運動に取り組める環境を整えるため、健康福祉センターや宝
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来グラウンド・ゴルフ場、市内各地に設置しているすこやか遊具の適正な維持管理を

行ってまいります。 

 ・生涯現役のまち推進事業（シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業） ５２，３９５

千円 

 ・老人福祉施設等管理運営事業 （一部） １９３，６４５千円  

 ・一般介護予防事業（高齢福祉課）（すこやか遊具維持管理事業） ２８，３７３千円 

（回答）いきいき長寿推進課 

 高齢者自身が自ら身近な場所で運動を継続できるよう、おもりを使った「いきいき百

歳体操」を行う自主グループの立ち上げ支援に引き続き取り組み、住民主体の通いの

場の充実に努めてまいります。 

 ・一般介護予防事業 １４８，５６６千円 

（回答）スポーツ振興課 

 競技施設の新設支援を行うことについては、市有未利用地等を活用した「スポーツも

できる多目的広場」を整備することで、子どもからお年寄りまで気軽にスポーツなどを

楽しむことができる環境づくりに取り組んでまいります。 

さらに、地域の福祉ボランティアへの協力要請やボランティアと連携した地域福祉

の体制をつくり、地域の福祉は地域で育てる自立した地域福祉を目指し、ボランティ

アと一体となった体制づくりを財政面も含め支援していくこと。 

（回答）福祉総務課 

 引き続き、市社会福祉協議会が実施するボランティアセンターの運営に対し、財政

的支援を行い、連携して効果的・効率的に地域福祉を推進してまいります。 

 ・社会福祉協議会等運営補助事業 ５７８，５３７千円 

３２）高齢者福祉サービスで利用ができる、敬老マッサージ補助や浴場利用、訪問理

美容サービスなどの充実したメニューを利用者となる市民に周知し、利用促進を図る

こと。 

（回答）高齢福祉課 

 敬老マッサージ助成事業、浴場利用事業、重度要介護高齢者等訪問理・美容サー

ビス事業については、利用者となる高齢者に対し、目に留まりやすい方法での周知に

努め、利用促進を図ってまいります。 

 ・敬老マッサージ助成事業 ４，６７１千円 
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 ・浴場利用事業 ６６，１８２千円 

 ・重度要介護高齢者等訪問理・美容サービス事業 ４９，５３０千円 

３３）不正受給のない公平で適切な生活保護行政に努め、高齢者への生活保護の実

態を把握して医療費など見直すべきところは見直しをしていくこと。 

（回答）生活福祉課 

 生活保護世帯に対して適時適切な家庭訪問を実施し、不正受給等の早期発見や

早期対応に努めるとともに、生活保護適正実施推進員の配置により、不正受給及び

貧困ビジネスの疑いのある事案に対し、厳正に対応してまいります。 

 また、後発医薬品の使用促進や頻回受診患者に対する適正受診指導の実施など、

医療扶助の適正化を図ってまいります。 

 今後も、これらの取組により、生活保護法に基づく公平で適切な生活保護行政に努

めてまいります。 

 ・生活保護執行管理事業（一部） ３１，９０１千円 

３４）高齢者施設と保育施設とが協力できる環境を構築すること。 

（回答）高齢福祉課、介護保険課 

 地域の保育施設と協力・連携し、世代間交流を進めることにより高齢者の生きがいづ

くりに繋げていきます。 

（回答）保育課 

 保育施設については、公立保育所において、近隣の高齢者を対象とした福祉施設

等に訪問し、又は来園していただき、歌や踊りの披露、手遊びなどで交流を図ってお

ります。また、同様の世代間交流等事業を行う民間保育所等に対し、補助を実施して

おります。 

 高齢者の方々と触れ合うことは、子どもにとって他者への思いやりや社会性、豊かな

情操性を育むことに役立つと考えており、今後も続けていきたいと考えております。 

 ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設地域活動事業） ３８，４０９千円 

６．市民生活・環境・防犯 

３５）狂犬病予防事業を実施するにあたり、埼玉県の助成制度に加え、本市独自の補

助を検討すること。 



28 

（回答）動物愛護ふれあいセンター 

 本市の狂犬病予防業務については、犬の登録、鑑札の交付、啓発等の市の単独事

業の他、市と公益社団法人埼玉県獣医師会さいたま市支部で構成される「さいたま市

狂犬病予防協会」の実務として集合狂犬病予防注射等の事業を行っており、今後も、

より効果的に事業を進めてまいります。 

 ・動物愛護指導事業（動物愛護ふれあいセンター）（一部） ２６，１３７千円（狂犬病

予防に係る予算として） 

３６）区役所の権限強化と財源移譲を更に推進し、区の特性が活かせる事業を具体

化させ、投資的予算を拡充するなど区独自予算の増額を積極的に推進すること。 

（回答）区政推進部 

 区の特性を活かせる事業のうち、区のみで対応可能な施策については、区長に付

与している予算要求権限を活用し、迅速に対応してまいります。また、区だけでは対応

できない施策については「さいたま市区における総合行政の推進に関する規則」に則

り、本庁所管局と連携して実施に努めております。 

 ・区まちづくり推進事業（１０区分） １，６９９，８９２千円 

また、区役所は市民生活に密着したサービスを完結的に提供できる拠点であり、

市民に最も身近な行政事務所であることから、窓口業務のみならず相談業務が区役

所で完結できる様、権限移譲や移管、本庁と区役所間の連携を強化し、スピーディな

対応ができる仕組みにすること。 

（回答）区政推進部 

 相談を受けた内容が区役所では対応できないものについては、「さいたま市区にお

ける総合行政の推進に関する規則」に則り、本庁所管局と連携して実施に努めており

ます。 

 ・区まちづくり推進事業（１０区分） １，６９９，８９２千円 

３７）地域コミュニティの拡充のため、自治会からのニーズが高いコミュニティ助成金

の更なる増額と使用できる品目の追加及び利用停止期限の短縮をすること。 

（回答）コミュニティ推進課 

 自治会活動を促進し、地域社会の活性化を図るため、平成３１年度からは、屋外活

動備品の総事業費の基準額について見直しを行い、財政規模の小さな自治会に対し

ても、屋外活動備品整備補助が受けられるよう、拡大して実施します。 
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 補助限度額の増額や補助対象品目及び利用停止期限の短縮については、具体的

な要望内容や件数などの把握に努め、利用しやすい制度内容となるよう、検討してま

いります。 

 ・自治振興事業（コミュニティ助成事業補助金（屋外活動備品整備）） ７，８５１千円 

 ・自治振興事業（コミュニティ助成事業補助金（屋内活動備品整備）） ３，０００千円 

また、自治会集会所整備については、市有地をはじめとする公有地を自治会集会

所建設用地として提供できるよう支援するなど、自治会集会所の整備に向けて積極

的な支援と予算の拡充をすること。

（回答）コミュニティ推進課 

 自治会活動の拠点となる集会所を整備するため、引き続き、集会所の建設費、増改

築修繕費、及び賃借料の一部を補助してまいります。 

 市有地の提供については、市の利活用を検討した後、将来的にも市として利活用が

ないと判断された場合について、自治会への貸付を検討することとし、市有地以外の

公有地については、市有地の利活用の方向性を踏まえて検討してまいります。 

 ・自治振興事業（自治会集会所整備事業補助金） ７１，６９８千円 

 ・自治振興事業（自治会集会所建物借上事業補助金） １，１５５千円 

 ・自治振興事業（自治会集会所用地借上事業補助金） １，７３５千円 

公共施設マネジメント計画の見直しをし、公共施設の再配置により市民が平等に

サービスを受けられる環境作りを推進すること。

（回答）資産経営課 

 これまでの公共施設マネジメント計画・第１次アクションプランの実績等を検証し、公

共施設マネジメント計画・第２次アクションプランの策定に向け、全市的・総合的な視

点から市民が効果的にサービスを受けられるよう検討を行います。 

 ・公共施設マネジメント推進事業 １８，６２２千円 

地域コミュニティの活性化は防災（自助・共助）の観点からも今後益々重要となって

いる。従来からの伝統的なお祭り、自治会が主催するお祭りや伝統文化のお囃子な

どに対する助成金を増額し、更には区民まつりや区単独の地域イベントなどの予算を

増額するなど地域活性化のための支援や補助制度を拡充すること。また利用しやす

い助成制度に改訂していくこと。 

（回答）コミュニティ推進課、文化財保護課 
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 自治会活動を促進し地域社会の活性化を図るため、平成３１年度も自治会から要望

のありました屋外活動備品の整備に努めてまいります。 

 また、文化財の保存及び活用を図るため、文化財指定されたお囃子など、指定無形

文化財・指定無形民俗文化財の保存団体のうち、後継者育成・公開事業を補助事業

として希望する団体に補助金の交付を行っています。引き続き、文化財の継承のため、

保存団体への支援を行ってまいります。 

 ・自治振興事業（コミュニティ助成事業補助金（屋外活動備品整備）） ７，８５１千円 

 ・文化財保存事業費補助金 ５０７千円 

（回答）西区コミュニティ課 

 地域コミュニティの活性化を図るため、「西区ふれあいまつり」、「西来るフェスタ」を実

行委員会の意見やアイデアを生かしつつ実施するとともに、地域コミュニティの醸成を

目的として地域が主体となり実施するイベントも支援してまいります。 

 ・西区まちづくり推進事業（コミュニティ課）（西区ふれあいまつり、西区まちづくり事業

支援、西来るフェスタ） １３，０１７千円 

（回答）北区コミュニティ課 

 郷土意識の醸成及び地域住民の連帯を一層深め、地域の活性化を図るため、「北

区民まつり」及び「北区文化まつり」に対し、継続的に支援してまいります。 

 ・北区まちづくり推進事業（区民まつり、文化まつり）  １０，９２６千円 

（回答）大宮区コミュニティ課 

 大宮区では、区民間の交流やふるさと意識の醸成・コミュニティづくりの促進を図るた

め、地域主体・区民参加型のイベントとして「区民ふれあいフェア（区民まつり）」を、毎

年実施しています。区民まつりは、実行委員会との共催により実施しており、実行委員

からの様々な御意見・アイデアを取り入れながら実施しています。 

また、音楽やアートでまちづくりを行う市民主体で企画・運営されている「アートフルゆ

めまつり」に対し、補助金の交付や広報活動の支援などを実施しているところです。 

 引き続き、地域活性化のためのイベント等の支援、補助を積極的に実施してまいりま

す。 

 ・区民ふれあい推進事業 ７，８５１千円 

 ・ふるさとづくり事業 ９００千円 

（回答）見沼区コミュ二ティ課 

 地域コミュ二ティの醸成と活性化に向けて、地域の方々と協働して実施する「見沼区

ふれあいフェア」、「見沼区文化まつり」に支援、補助を行ってまいります。 
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 また、区内の市民活動団体の育成と活性化のため、引き続き地域のまちづくり活動

を支援してまいります。 

 ・見沼区まちづくり推進事業（ふれあいフェア、文化まつり、市民活動ネットワーク支

援事業） １０，０８１千円 

（回答）中央区コミュニティ課 

 「区民まつり」や「アートフェスタ」事業のほかに、区内で活動する団体が、中央区の

魅力あるまちづくりのために実施する活性化事業に要する経費に対して、引き続き支

援を行います。 

 また、これらの事業について、引き続き区民との協働により実施する仕組みや内容を

検討することで、参加者の満足度のアップ及び事業の効果を高めてまいります。 

 ・中央区まちづくり推進事業（コミュニティ課）（区民まつり事業、バラのまち中央区ア

ートフェスタ事業、コミュニティ協議会事業、区活性化等推進事業） １５，８１５千円 

（回答）桜区コミュニティ課 

 区民の郷土愛の向上やコミュニティ振興、区の発展に資する「桜区区民ふれあいま

つり」及びそれに類する事業に対し、支援を行ってまいります。 

 また、区内の市民団体が実施する区の活性化と魅力あるまちづくりの推進に寄与す

る事業についても、引き続き支援してまいります。 

 ・区民まつり等補助事業 ７，２００千円 

 ・桜区活性化推進事業 ４００千円 

（回答）浦和区コミュニティ課 

 区民がふれあい、世代を超えた多様な交流の活性化を目指すため、広く区民が参

加できる、区民による区民のためのイベントとして、「浦和区民まつり」を４会場で、各会

場の特色を生かして開催しております。 

 浦和区では、補助金の他、協賛金及び出店料などの自主財源の確保に力をいれて

おります。今後も自主財源の確保に努め、地域の活性化を図ってまいります。 

 ・浦和区民まつり事業 ７，４５０千円 

（回答）南区コミュニティ課 

 「南区ふるさとふれあいフェア」やウォーキングイベント開催のほか、区内で活動する

団体が南区の魅力あるまちづくりのために実施する事業に要する経費に対して、引き

続き、支援を行ってまいります。 

 また、南区内で活動している団体の役員を顕彰し、その功績を讃える南区まちづくり

功労者顕彰事業を実施することにより、地域コミュニティの活性化を図ります。 
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 ・南区まちづくり推進事業（コミュニティ課）（南区魅力あるまちづくり推進事業）１２，８

６９千円 

 ・南区まちづくり推進事業（コミュニティ課）（南区まちづくり功労者顕彰事業） ６８６千

円 

（回答）緑区コミュニティ課 

 区民同士のふれあいのある社会形成を目的とした「緑区区民まつり」、「東浦和駅前

クリスマスツリー点灯式」や美園地区の魅力を発信する「日光御成道 美園 大門宿ま

つり」など、魅力あるまちづくりのための事業に対し、引き続き支援してまいります。 

 ・緑区まちづくり推進事業（緑区区民まつり、日光御成道 美園 大門宿まつり、東浦

和駅前クリスマスツリー点灯式） １１，５００千円 

（回答）岩槻区コミュニティ課 

 岩槻区の特色ある地域資源を活用した地域のコミュニティづくり及び郷土意識の醸

成並びに地域住民の連帯をより一層高めるため「岩槻やまぶきまつり」を実施します。 

 ・岩槻区まちづくり推進事業（コミュニティ課）(区民まつり事業) ８，９００千円 

（回答）岩槻区観光経済室 

 郷土への関心の高まりが、交流人口の増加及び地域の活性化につながるよう引き続

き「城下町岩槻鷹狩り行列」の開催に向けた支援を行います。 

 ・岩槻区まちづくり推進事業（観光経済室）（城下町岩槻鷹狩り行列事業） １０，０００

千円 

３８）自治会員の加入率低下に歯止めをかけるため、自治会への各種要請・申請手

続については、自治会役員の負担軽減のため、事務作業の負担の少ない仕組みに

改善していくことや要請・申請手続きの集約化など事務作業の軽減など改善の余地

が多い事務を見直すこと。 

（回答）コミュニティ推進課 

 平成３０年度から、自治会運営補助金等の各種補助金交付要綱を見直し、添付書

類の一部の削減を行い、自治会の負担軽減を図りました。今後も申請受付を担当する

各事業所管課と連携しながら、申請書類発送の一元化や添付書類の簡素化等につ

いて検討し、自治会の負担軽減に努めてまいります。 

３９）昨今の全国的な人口減少に伴い、本市においても空き家対策を専門的な見地

から解決に導くため、諸団体との連携を強化していくこと。 
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（回答）環境創造政策課 

 空き家対策を推進するためには関係分野の専門的な知見が必要となることから、ワ

ンストップ相談窓口設置等の各関連施策の実現に向け、必要に応じて協定を締結す

るなど、各関係団体と連携を図ってまいります。 

 ・空き家等対策事業 ３，３４０千円 

７．まちづくり・市民協働 

４０）スマイルロードや狭あい道路の整備に関し、南北各建設事務所からの発注量を

市民ニーズに合わせた均等な割合に是正していくこと。但し、工事発注の機会は市内

企業均等に発注すること。 

（回答）道路環境課 

 暮らしの道路、スマイルロード整備事業については、拡幅に必要な用地の確保等、

整備に必要な諸条件が整った箇所について、緊急性、必要性の高い箇所から順次整

備を進めております。 

 今後は新規要望や積み残し件数の割合を考慮し、適切な工事発注に努めてまいり

ます。 

 ・暮らしの道路整備事業及びスマイルロード整備事業（道路整備事業費と道路維持

事業費の一部） ３，７６６，１６４千円 

（回答）契約課 

 本市発注の建設工事においては、地域経済の活性化および市内業者育成の観点

から一般競争入札については原則、地域区分を市内本店業者としております。指名

競争入札については、さらに地域性を重視し、施工場所の区に本店を有している業者

を優先的に配慮した選定を行っております。 

 今後も、市内企業の育成のため、品質の確保はもとより、経済合理性や公正性等に

ついて、総合的に勘案しながら、より、適切な建設工事の発注に努めてまいりたいと考

えております。 

４１）踏切の解消に全力で取り組むとともに当面の施策として狭隘な踏切や待ち時間

の長い踏切など課題の多い危険な箇所についてはスムーズな車両の通行と高齢者

や子どもが安全に渡れるようスピード感をもって鉄道会社等と改善促進について交渉

を行うこと。 
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（回答）道路環境課 

 踏切改良については、早期の事業実施に向け、ＪＲ等の鉄道事業者と協議を行い、

踏切の拡幅整備の検討をしてまいります。 

 また、狭隘で危険な踏切については、更なる安全対策の実施に向け、鉄道事業者と

交渉を進めてまいります。 

 ・交通安全施設整備事業 ３，３９７，６０８千円 

また「電線類」の地中化を推進すること。 

（回答）道路環境課 

 無電柱化については、現在、緊急輸送道路や主要な駅周辺の道路において、無電

柱化の状況やネットワーク性を考慮した無電柱化推進計画の策定作業を進めておりま

す。 

 今後はこの計画に基づき、電線共同溝整備を推進してまいります。 

 ・交通安全施設整備事業 ３，３９７，６０８千円 

さらに、高齢者にやさしい道路案内標識の新設、通学路や交通量の多い水路の暗

渠化による安全な道路整備、景観の損なう防護柵の美装及び改修の推進など、それ

ぞれ市民の安全で快適な移動空間を確保する事業を計画的に実施するとともに、進

捗状況について公開すること。 

（回答）道路環境課 

 道路案内標識については、適切な配置及び管理を引き続き実施してまいります。 

 道路に併設する水路の暗渠化については、道路や水路の幅員、通学路等の選定要

件を関係各課と協議検討し、要件が満たされる路線について、整備を実施してまいり

ます。 

 また、バリアフリー化整備については、さいたま市バリアフリー基本構想に位置付けら

れた重点整備地区を優先して進めるとともに、進捗状況を公開してまいります。 

 ・交通安全施設整備事業 ３，３９７，６０８千円 

４２）交通弱者地域の解消や高齢者の移動支援に対処するため、気軽に外出できる

ような仕組みづくりや駅と家庭とを繋ぐ、新たな交通手段の創出をすること。コミュニ

ティバスと乗合タクシーの乗換提携、運行路線の見直し、乗車率アップのＰＲ、位置情

報の提供等を実施し、乗車率アップを促進すること。 

（回答）市民生活安全課、福祉総務課、障害支援課、高齢福祉課、いきいき長寿推進
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課、地域保健支援課、子育て支援政策課、交通政策課 

 交通弱者地域の解消や高齢者の移動支援については、先進事例の調査を実施す

るとともに、関係部局が連携を図りながら、具体的な制度設計を進めているところです。 

 平成３１年度は、身体的要因や交通環境要因など様々な要因により、日常生活に必

要な買い物や通院等の移動が困難な高齢者などの外出を支援するための移動支援

に係るモデル事業に着手する予定です。 

 また、コミュニティバス等の乗車率アップの促進については、毎年発行するバス路線

マップやＰＲチラシ、市のホームページや区報等で積極的に情報提供を実施するとと

もに、位置情報の提供について研究してまいります。 

 ・生涯現役のまち推進事業（高齢者等の移動支援事業） １，８００千円 

 ・バス対策事業（コミュニティバス等利用しやすい公共交通の推進） ３３２，１９０千円

の内数 

コミュニティバスと乗合タクシーの目的や地域事情の違いに配慮すべきことから、

社会情勢や都市構造の変化に応じてガイドラインの見直しを実施すること。

（回答）交通政策課 

 「コミュニティバス等導入ガイドライン」は、平成２３年３月策定以降、社会情勢の変化

や、これまでの運用実績を踏まえ、平成２９年１１月に改定したところです。 

 今後は、地域公共交通協議会における、さいたま市の地域公共交通の課題やあり

方の検討状況を見ながら、ガイドラインの見直しの必要性や時期などを検討してまいり

ます。 

また、収益構造の見直しについても、高齢者割引など区役所権限で地域特有の条

件を助成額として加味できる様にすることや広告・協賛金収入などの新たな収入源を

確保できる委託業者の独自性を確保するなど、柔軟な乗合タクシー運営施策を検討

すること。 

（回答）交通政策課 

 「コミュニティバス等導入ガイドライン」では、地域の方々による地元企業への協賛金

の呼びかけを利用促進の取組例として挙げており、地域の方々、自らが「守り」、「育て

る」地域公共交通となるよう、柔軟な乗合タクシー運営施策を検討してまいります。 

８．防災（災害に強いまちづくり） 

４３）災害救助法の改正を受け、救助実施市の申請を行うと共に、救助費用の財源確
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保のため速やかに災害救助基金を創設すること。 

（回答）防災課 

 救助実施市の申請については、平成３０年１２月２８日に内閣府令が発出され、災害

救助法に基づく救助実施市に関する申請書類や指定基準などが明確化されたことか

ら、その内容を踏まえ、県との協議を進めてまいります。 

４４）市民の生命・身体・財産を守るため地域防災情報等の伝達の新たな手段として

地域ＦＭ放送局との密接な連携体制を図ること。 

（回答）防災課 

 コミュニティＦＭ局であるＣｉｔｙＦＭさいたまと災害時における放送要請に関する協定

を締結し、連携を図っております。 

４５）大規模災害等に備え、都市インフラの供給源に偏らず、プロパンガス等を用いた

エネルギー供給を平時より活用し、災害等に備えること。 

（回答）防災課 

 プロパンガスについては、公共施設に必要な LP ガスの提供について、埼玉県エル

ピーガス協会と協定を締結し、また石油燃料類の調達については埼玉県石油商業組

合と協定を締結しております。 

 今後も、大規模災害時等に備え、燃料の多重化を図ってまいります。 

（回答）環境創造政策課、生涯学習総合センター 

 防災拠点のエネルギーセキュリティを確保するため、要配慮者優先避難所に位置づ

けられている公民館に太陽光発電設備と蓄電池を設置いたします。 

 ・公民館安心安全整備事業（一部） ５６，２００千円 

４６）豪雨災害が頻発している中、治水施設の整備と雨水流出抑制施設の設備が重

要であるが、浸水対策が必要な準用河川、普通河川については、予防的な減災対策

を考慮した対策を早急に実施すること。 

（回答）河川課 

 準用河川、普通河川については、改修工事を進めるとともに、流下能力を確保する

ため、浚渫・草刈・清掃など、適切な維持管理を行ってまいります。 

 さらに、市が発注する工事においては、「さいたま市総合雨水流出抑制対策指針」に
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基づき、雨水の貯留や浸透施設を設けるなど、総合的な治水対策を進めてまいります。 

 ・河川改修事業 ２，１７８，０６３千円 

 ・河川維持管理事業 ７３２，１２２千円 

宅地化の進展により、下水道の普及の遅れている郊外においては整備強化を図る

とともに、内水対策として道路冠水・床上浸水などがゲリラ豪雨時に頻繁に発生する

エリアにおいては、Ｕ字溝設置や雨水桝の設置、浸水性舗装など雨水流出抑制対策

メニューを駆使して、暫定的にでも整備する必要性が高まっていることから、地域の

実状に合わせた整備を早急に具体的に検討すること。 

（回答）下水道計画課 

 浸水対策については、地域の実情を踏まえた雨水整備の手法を検討してまいります。 

 ・下水道浸水対策事業 ３，１９０，１７１千円 

（回答）河川課 

 河川への直接的な流入を軽減するため、小・中学校や公園などへの貯留浸透工事

を進めてまいります。 

 また、市が発注する工事においては、幅員の広い道路の改築時には雨水貯留浸透

施設を設けること、歩道や幅員の狭い道路の改築時には透水性舗装とすること、公園

や学校、公民館など公共施設の新築、改築時には、貯留浸透施設を設けることなど、

総合的な治水対策を積極的に行ってまいります。 

 ・河川改修事業（流域貯留浸透事業） １１２，１５０千円 

４７）高台避難においては福祉施設利用者への配慮を十分に行うこと。 

（回答）障害支援課、介護保険課 

 水防法等の改正により避難確保計画が義務付けられた事業所に対し、計画の作成

と提出を求めており、併せて訓練の実施も指導しております。 

 またホームページにおいて、要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成や避

難訓練の実施に必要な情報提供を行っております。今後も福祉施設利用者へ配慮し

た取組を進めてまいります。 

４８）災害時における安定的な電力確保に努めるため、公共施設等へ設置された発

電機等について、法定点検等を遵守し、災害等に備えること。 

（回答）防災課 
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 災害時における安定的な電力確保については、災害時の市内の停電状況を把握す

るとともに、電気施設の安全化が図られるよう、電力供給者と連携を図り、災害に備え

てまいります。 

（回答）査察指導課、保全管理課 

 公共施設等へ設置された発電機等に係る法定点検等の遵守については、各法令に

基づき、消防用設備等の非常電源である発電機や建築基準法に規定される特定建

築物及び特定建築設備について適正に実施するよう、施設所管に対し働きかけてま

いります。 

４９）１３０万市民の生命・身体・財産を守るため、また２０２０東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会等に向けた万全な警戒、様々な災害に対応するための常備消防力

等の強化、救急体制の確保と共に市民の防災訓練や関係機関との合同訓練並びに

有事の際における緊急消防援助隊の活動拠点となる大規模訓練施設の設置を早急

に具体的に検討すること。 

（回答）防災課 

 市民の防災訓練や関係機関との合同訓練については、地域防災力の向上を図る避

難所運営委員会が主体となって実施する避難所運営訓練、また関係機関と連携した

市総合防災訓練や災害対応図上訓練を引き続き実施し、本市の防災対応力強化に

努めてまいります。 

 ・防災訓練事業 ５１，４３７千円 

（回答）消防総務課、消防企画課、消防施設課、警防課、救急課、指令課 

 常備消防力等の強化及び救急体制の確保については、さいたま市消防力整備計

画に基づき、岩槻消防署及び中央消防署の移転整備を進めるとともに、（仮称）見沼

区片柳地区消防署の開署に合わせ、平成３１年度に消防隊、救急隊及び救助隊を各

１隊増隊し、消防力の強化を図ります。 

 ・消防業務推進事業（消防力等整備事業）ほか １，３６７，１４１千円 

（回答）消防企画課 

 消防署の整備に併せて訓練施設を順次整備しております。大規模訓練施設の設置

については、大きな財政負担を伴うことから、引き続き国に対して財政支援についての

要望を実施してまいります。また、併せて、さいたま市消防力整備計画の整備効果の

検証を行い、平成３１年度に、今後の訓練施設の在り方について、調査研究を実施し

てまいります。 
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 ・消防企画管理事業（消防力等整備事業） ６，４２６千円 

５０）災害から生命・財産を守り混乱や被害を最小限に抑えるために、市民の自助・共

助・公助の意識を醸成させるとともに、地域防災体制を強化するための自主防災組

織率の向上を図り、自治会、消防団、自警消防団、防災コーディネーター等の連携強

化を図る支援をおこなうこと。災害時の協力体制や役割分担を明確にするために、各

区単位の実践的な防災訓練を実施するなど地域防災体制を確立していくこと。 

（回答）防災課 

 地域防災体制を強化するため、引き続き自主防災組織の結成を働き掛けるとともに、

自主防災組織や自治会を対象とした地域防災力向上セミナーや、総合防災訓練など

を通じ、防災アドバイザー等との連携強化を図ってまいります。 

 また、各区の防災訓練については、引き続き、避難所を単位に、必要とする訓練が

実施できるよう努めてまいります。 

 ・自主防災組織育成事業 １３７，５２０千円 

 ・防災訓練事業（各区避難所運営訓練） １３，０８７千円 

（回答）消防総務課 

 消防に関する知識、技術及び経験が豊富な「さいたま市元消防職協力員」により、大

規模な震災が発生した際の協力体制を構築することで、地域防災力の向上を図って

まいります。 

 ・消防業務推進事業（元消防職員による消防協力体制整備） ２５４千円 

（回答）消防団活躍推進室 

 「さいたま市消防団充実強化計画」に基づき、地域防災力の中核を担っている消防

団の充実強化を推進するとともに、地域で行われる防災訓練等への消防団の積極的

な参加、自治会、自主防災組織との災害時の協力体制及び連携強化を図ってまいり

ます。また、自警消防団に対し、引き続き、支援を行ってまいります。 

 ・消防団運営事業 ２３９，４７６千円 

（回答）西区総務課 

 西区では、避難所開設訓練を１９箇所で実施しておりますが、要配慮者優先の避難

所５箇所を含め、全指定避難所で実施するとともに、自治会や防災アドバイザー、避

難所担当職員を対象とした防災研修会や避難所対応検討会の充実を図り、また、全

自治会を対象に水害対応勉強会を開催し、自助・共助の意識を醸成するとともに、地

域防災力の強化を図ってまいります。 
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 ・西区まちづくり推進事業（総務課）（防災啓発事業） ６０９千円 

（回答）北区総務課 

 自主防災組織が結成されていない自治会に対し、結成について働きかけを行うとと

もに、区内の公民館を除く全避難所において、自主防災組織や自治会、防災アドバイ

ザー等の協力のもと、地域住民主体の実践的な避難所運営訓練を実施することで、

地域の連携強化を図り、「自助」「共助」の更なる充実強化と区民の防災意識及び地域

防災力の向上を図ってまいります。 

（回答）大宮区総務課 

 自主防災組織の結成率向上を目的とした防災情報交換会を平成２５年度から実施

しており、引き続き、この交換会を活用し、未結成の自治会に自主防災組織結成の働

きかけを促進してまいります。 

 また、防災訓練は、区内１８ヵ所の避難所にて同日に運営訓練を実施するとともに、

要配慮者優先避難所との情報伝達訓練及び区災害対策本部運営訓練を併せて実施

しております。今後も、大規模災害発生時に各避難所と区本部の連携を図り、災害状

況の変化に応じて機能するよう訓練を継続してまいります。 

（回答）見沼区総務課 

 区内２０避難所及び４公民館にて避難所運営訓練を一斉に実施し、併せて区災害

対策本部設置訓練も行っております。引き続き、区との連携を踏まえ地域住民主体の

実践的な内容で実施し、自助・共助・公助の意識の醸成を図るとともに、防災アドバイ

ザーによる訓練事前研修等により訓練内容の充実を図ってまいります。また、訓練終

了後に情報交換会を実施し、訓練内容の共有や意見交換を行ってまいります。 

（回答）中央区総務課 

 中央区内の自主防災組織と防災関連団体の連携を推進するため、情報交換の機会

の提供や防災に係る講演会の実施により、地域の協力体制の構築と組織の基盤の強

化を図ってまいります。 

 ・中央区まちづくり推進事業（総務課）（中央区地域防災力向上事業） ６７７千円 

（回答）桜区総務課 

 区内で自主防災組織が未結成の自治会に対しては今後も結成を働きかけ、自主防

災組織率の向上に努めるとともに、避難所運営訓練への消防団、防災アドバイザー等

の参加を推進することにより、各団体との連携強化を図ってまいります。 

 また、区内１５カ所の避難所において、警察や消防、防災アドバイザーの協力のもと、
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自主防災組織と連携し、実践的な避難所運営訓練を実施することにより、「自助」「共

助」「公助」といった防災意識の醸成と地域防災力の向上を図ってまいります。 

（回答）浦和区総務課 

 市民の自助・共助・公助の意識の醸成をはかるため、浦和区防災展を実施し、自主

防災組織が未結成の自治会に対しては、今後も結成を働きかけてまいります。また、

避難所運営訓練の実施を支援し、防災に関する啓発等を通じて地域防災力の向上を

図ってまいります。 

 ・浦和区まちづくり推進事業（総務課）（防災対策事業） ９８千円 

（回答）南区総務課 

 自主防災組織結成率の向上を図るため、未結成の自治会へ結成を働きかけます。 

 自主防災組織、自治会連合会、消防団、防災アドバイザー、その他関係団体で組

織された南区自主防災組織連絡協議会と協働し、自主防災組織を育成し、連携強化

を図るための様々な取組みを実施いたします。具体的には防災展や防災講演会の開

催、指定避難所の一斉開設訓練・運営訓練の実施と訓練後の報告会を開催し、防災

意識の醸成や地域防災力の向上に取り組んでまいります。 

 ・南区まちづくり推進事業（総務課）（南区地域防災力向上事業） １，１６３千円 

（回答）緑区総務課 

 災害時の混乱や被害を最小限にするため、実践的な避難所運営訓練を実施するこ

とで、地域住民や関係団体等の連携強化を図るとともに、地域防災力の向上と自助・

共助・公助の意識の醸成に努めてまいります。 

（回答）岩槻区総務課 

 各自治会に対し、相談及び助言、自主防災組織補助金の交付などを通じて、自主

防災組織の組織率向上と充実強化を図っていくとともに、指定避難所における運営訓

練や図上訓練等を自治会、防災アドバイザー、施設管理者等と連携して実施していく

ことで、地域防災力の向上に努めてまいります。 

また、避難場所別訓練については、現在定型的な訓練を実施しているが、指定避

難場所までの移動ルートの設定、避難場所での避難者集中化問題、病院などの公共

的施設での一時避難対策、要支援者の避難対策なども含めて、ガイドラインに沿った

策定支援をおこなうこと。 

（回答）防災課 
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 自主防災組織や避難行動要支援者の方が避難場所までの避難ルートの検討等を

行えるよう、自主防災組織が策定する地区防災計画の策定支援を進めてまいります。 

 また、指定避難所に避難者が集中することを緩和するため、自治会館等を指定避難

所を補完する施設「地域の身近な防災拠点」として指定するなどの対応を、引き続き

行ってまいります。 

なお、災害発生時の区災害対策本部は、速やかに本部長の判断のもと目の前の

事態に迅速に的確に対応できる体制の確立や地域の情報収集の人員確保ができる

体制づくりをすること。 

（回答）防災課 

 引き続き、区災害対策本部を担う職員へ職員動員計画等の周知徹底を図り、災害

発生時の速やかな参集及び目の前の事態に迅速かつ的確な対応ができる体制づくり

に努めてまいります。 

さらに、一時避難場所として、自治会や自主防災組織から市有地・市有施設など

（公園・学校・高架下など）の公有地（県・国を含む）に防災倉庫の設置要望があった

際には、避難場所に行く前の一時避難用に効果があることから、速やかに設置でき

るよう部局横断的に支援していくこと。 

（回答）防災課 

 市有施設などへの防災倉庫の設置については、候補地を所管する関係部局との調

整を実施しており、引き続き、必要な支援を続けてまいります。 

（回答）都市公園課 

 防災倉庫の都市公園内への設置については、「自主防災組織の防災資機材収納

庫設置許可基準」の範囲内において、防災部局と連携の上、設置します。 

 また、設置可能な公園面積の制限や設置個数を緩和できる規定を設ける等により、

更なる市民ニーズに応えられるよう、基準の見直しを図ってまいります。 

（回答）学校施設課 

 現在、避難場所に指定されている市立小・中・高等学校全校及び特別支援学校に

は、全て防災倉庫が設置されております。 

（回答）土木総務課 

 高架下の防災倉庫の設置については、国からの通達により橋梁の維持管理等に支
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障の出ないような配慮が求められていることから、個別の状況を勘案しつつ検討してま

いります。 


